
合同点検箇所

【郡家東小学校】
年度 番号 道路名 箇所 道路管理者 通学路の状況・危険内容・具体的な要望事項 対策予定等 実施主体

R7年度 R7-1 町道下門尾堀越線 門尾136 町 更地になったことで、グリーンベルト横の側溝にふたがなく危険。 ラバーポールを設置しました。 八頭町建設課

県道麻生国府線
（R3-20）

福地 県
バス停箇所の通過交通量を減らし、バス停を利用する児童の安全を確保するた
め、整備してほしい。

バイパス(延長約1,200m)の整備を行います。現在、用地買収と平行して、令和5
年度末から一部工事着手済です。

鳥取県

町道稲荷下坂線
（R5-6）

稲荷　下坂からの田
んぼの中の道

町 側道の白線が薄くなっている。
鳥取県の河川改修工事で利用される道路です。河川改修工事が完了後、検討し
ます。

八頭町建設課

【郡家西小学校】
年度 番号 道路名 箇所 道路管理者 通学路の状況・危険内容・具体的な要望事項 対策予定等 実施主体

R7年度 R7-2
町道郡家堤下線
（森林組合入口）

郡家462 町
八頭森林組合への入り口付近に民家があって死角になり危険。カーブミラーの
設置をしてほしい。

現地確認をした結果、交通安全協会が設置した、とまれ看板に従い停止すれ
ば、カーブミラーの設置は必要ないと判断します。

八頭町防災室

R7年度 R7-3
(R1-2,R6-6)

県道293号
郡家鹿野気高線

久能寺707－7 県
グリーンベルト設置済（R1）だが、降雪時に除雪が間に合わず、車道を歩くため
危険。

グリーンベルト区間の除雪にあたり、配慮するよう努めますが、歩道未整備区間
の除雪では車道除雪の排雪が車道横に発生し、十分な除雪とならないことをご
理解ください。

鳥取県

R7年度 R7-4 －
宮谷（特別養護老人
ホームすこやか裏）

道幅が狭いので拡幅してほしい。また、冬季の除雪と街灯の設置をしてほしい。
現在造成工事中のため危険。危険回避できる案内板等が必要ではないか。

町道ではないため拡幅は難しいです。（建設課）
集落内の街灯につきましては、防犯灯設置補助金を活用し新設をお願いしてお
りますので、関係集落の区長さんとご検討をお願いします。（防災室）

八頭町建設課
八頭町防災室

R7年度 R7-5
県道287号
河原郡家線

福本（賀茂町）
岸本歯科付近交差点

県 横断歩道の白線の補修と狭い通学路への車進入の対策をお願いしたい。

現況の歩車道境界ブロック配置では、切り下げ幅相当の横断歩道幅が確保でき
ていない形状であったため、配置修正を行いました。（県）
横断歩道の縁石切り下げをしてもらい横断歩道の幅を４ｍ確保して補修しまし
た。（公安）
町道部分の外側線について、塗り直しを実施しました。（建設課）

鳥取県
公安委員会
八頭町建設課

R7年度 R7-6
(R6-10,33)

町道郡家中央線
郡家（山口電業
～グリーン） 町 両側の側溝に落ちた児童もあり、全面改修を望む。 事業検討中です。 八頭町建設課

県道287号河原郡家線
（R3追加、R6-26） 福本工区 県 歩道が狭く危険 R8.2月歩道設置工事完了。 鳥取県

県道287号河原郡家線
（R4-9） 天王木 県

歩道設置事業の進捗具合や状況の変化はどうか。部落で集合して県道沿いを歩
く際、車道ぎりぎりを歩くが、一部歩道がなく、とても危険。

R5年度用地買収完了。R8.2月歩道設置工事完了。 鳥取県

町道郡家久能寺線
（R5-16）

日本交通･鳥タク配車セン
ター～八頭町役場 町 一方通行の時間帯がもうけてあるが、スピードを出す車も見られ、とても危険。

外側線について、通学路対策として塗り直しを検討しています。（建設課）
電柱へ2箇所、看板を設置しました。（R5防災室対応済）

八頭町建設課
八頭町防災室

国道29号
（R5-19）

市谷　西御門 国 国道29号線に沿って歩道があるが、防護柵がなく危険。

防護柵を設置する区間は、沿道人家などへ車両の飛び込みによる事故を防止す
るために必要な区間や歩行者等の危険度が高く保護が必要な区間、事故が多
発している区間などとなります。現地確認のうえ、防護柵が設置可能か検討しま
す。

国土交通省

ジュンテンドーから母子

支援施設前￥道路

（R3-6、R6-11）
郡家（東区） 町

道路幅が狭く車のミラーが児童に接触した事故があった。グリーンベルトを設置
するなどして運転者に注意喚起してほしい。

外側線の設置を検討します。 八頭町建設課

令和７年度合同点検対策箇所等一覧表（R8.3.31現在）

過年度から継続

過年度から継続



【船岡小学校】
年度 番号 道路名 箇所 道路管理者 通学路の状況・危険内容・具体的な要望事項 対策予定等 実施主体

R7年度 R7-7 －
下野179（オオエバ
レーステイ前バス停

付近）
町

オオエバレーステイ前バス停近くの空き家の蔵の屋根の漆喰が取れている。強
風時、瓦が飛んで歩道に割れていた。私有地だが、近くにバス停があり、また瓦
が飛んできたら危険なため。

所有者へ適切な管理及び対応について依頼しました。 八頭町企画課

R7年度 R7-8
(R4-11)

町道船岡水口線 水口659～殿563 町

通学路全体に歩道を設置してほしい。登校時間帯に大型車両なども走行してお
り、接触しそうで危ない。集合場所（水口でこの館）の前の道路に横断歩道を設
置してほしい。隼方面からの道路がでこの館直前でカーブしていて見通しが悪
く、また「減速」の道路標識はあるが、通行するスピードが速いので、児童たちが
道路を横断する際に危険。

横断歩道については設置基準を満たしていないため、困難です。（協議済み）（公
安）
待避所の設置を2箇所行います。R7年度測量設計済。R8年度工事を予定してい
ます。（建設課）

公安委員会
八頭町建設課

町道（R4-12） 下濃 町

下濃～上町までの道路が狭く、通学中の児童に車が接触しそうになる。特に、下
濃橋は上町から下濃にかけ上り坂になっており、非常に見通しが悪い。『減速』と
いう道路標識はあるが、ほとんどの車は減速しない。下濃橋の拡張（旧下濃橋の
スペースに歩道用の橋の建設）を要望。

事業進行中です。橋を増設し、車道と歩道を設置し、車がすれ違わないようにし
ます。R6年度下濃側の拡幅工事完了。R7に橋梁の下部工事を予定しています。

八頭町建設課

因幡船岡駅への道
（R6-13）

船岡241-1～
船岡348-1付近

町
路肩の白線が消えている。道幅が狭いのでガードレールやラバーポールは設置
できないと思いますので、白線をちゃんと維持して欲しいです。（欲を言えばグ
リーンベルトを施して頂きたいです。）

外側線の引きなおしを検討します。 八頭町建設課

国道482号線
丸山交差点

（R4-13、R6-21）
丸山 県

通学全路線で、通学時間に歩道、車道の除雪ができていない。歩道もないため、
非常に危険。除雪を早めてもらうよう区からも毎年依頼しているが、一向に状況
は変わっていない。除雪が厳しいのであれば、バス通学を検討していただけない
か。交通安全の面で、横断歩道に待機場所がなく、車が突っ込むのではないかと
ひやひやする事が多々ある。何か、ドライバーに注意喚起するような手立てが取
れないか(信号の連動、飛び出し注意看板等)。登下校時のドライバーへの交通
安全徹底をお願いしたい。以上をふまえると、年間を通じてのバス通学もしくは、
歩車道の整備を検討していただきたい。

大江方面からの通行車両が交差点の状況をより早期に視認できるよう、カーブ
手前区間の伐木及び除草を実施しました。また、当該交差点の注意を促す警戒
標識の視認性を高めるため、標識板を更新しました。（県）
手前の点滅信号は注意喚起のためにあり、カーブを曲がったところの信号機と連
動しています。道路標示（減速マーク）を設置しました。（公安R7）
早期の除雪に努めます。グリーンベルト及びカラー舗装を実施しました。（建設課
R7）

鳥取県
公安委員会
八頭町建設課

【八東小学校】
年度 番号 道路名 箇所 道路管理者 通学路の状況・危険内容・具体的な要望事項 対策予定等 実施主体

R7年度 R7-9
(R3-15)

町道小別府8号線 小別府516 町 私有地から老朽化した木がはみ出ており、強風のたびに落木し危険である。
現地確認をしましたが、枝木等の落下を目視することができませんでした。お手
数ですが、集落区長様等の役員にもご相談のうえ、所有者の方に現況について
ご連絡を入れていただくようご検討ください。

八頭町企画課

R7年度 R7-10
(R1-14)

県道6号津山智頭八東線 上才代スクールバス乗り場 県
県道のすぐそばで交通量が多く、万が一車が突っ込んできた場合は逃げ場がな
い。ガードレール設置を検討してほしい。

バス乗り場前面へ車両用防護柵を設置準備しました。 鳥取県

R7年度 R7-11 県道270号徳丸富枝線 北山 県 三叉路であり、人と車の交差のある場所。
交差点の歩道部であるグリーンベルトがより明示されるよう外側線の追加設置
と、車道部の交差点マーク（区画線）塗り直しを実施しました。（県）
令和７年度中に横断歩道付近に減速マークを設置しました。（公安）

鳥取県
公安委員会

R7年度 R7-12
(R4-16,R6-22)

県道270号徳丸富枝線 富枝 県

冬季に使用される融雪装置の水が凍結し、朝の通学時、車が通過するときに危
険である。グリーンベルト内に車が駐車されている時がある。（家の前に止めて
いる車がはみ出していて、登下校時に危険である。）積雪時、屋根からの落雪に
よってグリーンベルトが通れなくなっている。

冬期の現地状況を確認の結果、湛水傾向がみられた箇所について排水改善を
実施しました。（県）
駐車車両については、道路上で交通違反に該当すると思われる場合は通報して
いただき、現場確認した上で指導取締りしていきます。（公安）
通学路の安全確保について周知を図るとともに、気を付けて通学するよう学校か
ら児童へ指導してもらいます。（教委）

鳥取県
公安委員会

八頭町教育委員会

R7年度 R7-13 国道29号 旧丹比小前交差点 国
R29号からスピードを出した車が曲がって町道へ入ってくることがある。冬場は雪
が植木部分に積んであることがあり、車の確認が難しい。

除雪した雪塊が運転者の視認を妨げるような状況となった場合は、排雪作業を
行います。

国土交通省

県道徳丸富枝線
（R4-16）

県道37号富枝線交差点 県
消雪装置の水で凍結することがある。ミラーが白くなっていて見にくい。若桜側の
ふたがないところが多く、路肩も狭い。横断歩道が設置してほしい。

若桜側の側溝については、R5年度事業化し、人家連担部の測量設計完了。
R8.2月側溝の蓋設置工事完了。（県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
横断歩道については道路幅員が設置基準を満たしていないため、困難です。（協
議済）（公安）
集落内にカーブミラーの新設・修繕等を希望される場合は、集落補助金がありま
すので､集落の区長さんと検討をお願いします。（防災室）　

鳥取県
公安委員会
八頭町防災室

県道153号線
国道482号線
（R6-25）

日下部 県 通行する車のスピードが速い。
八頭方面のバス乗降場前後区間（L＝235ｍ）に、グリーンベルトを設置し、R7年
10月に完成しました。（県）
速度取締りを継続します。（公安）

鳥取県
公安委員会

過年度から継続

過年度から継続



【八頭中学校】
年度 番号 道路名 箇所 道路管理者 通学路の状況・危険内容・具体的な要望事項 対策予定等 実施主体

R7年度 R7-14 県道287号河原郡家線 池田 県
トラック、土石置き場前の歩道に砂などがはみだし自転車通学時にすべって転倒
した。

今回ご指摘のあった箇所は、原因者への指導を行い清掃をおこないました。道
路の安全通行が図られるよう、引き続き道路パトロールによる確認実施や原因
者が確認できた場合は指導を行います。

鳥取県

R7年度 R7-15
(R6-29)

国道29号 花 国 歩道が狭く段差が激しく、自転車通学時に危険。

現況歩道幅員が約1.0mと狭いためマウンドアップ方式で歩道が設置されていま
す。下り線（鳥取市向き）には、歩道整備事業が実施済み（平成27年度完成）で
す。廻国塔付近の横断歩道から花自警団消防機械庫前の横断歩道までの間
は、下り線歩道を通学路として指定して下さい。上り線（若桜町向き）についても、
歩道整備の可否を検討してまいります。舗装劣化等の損傷箇所は補修してまい
ります。　

国土交通省

R7年度 R7-16
(R5-33)

国道29号 郡家（通り谷～ポプラ） 国 日が短くなると暗く、熊や鹿、猿が出没して危険。 道路管理者として必要な照明は設置されており、追加設置は困難です。 国土交通省

R7年度 R7-17 町道郡家久能寺線 郡家305付近 町 道路が狭く、視界も悪いため車と生徒が接触しそうになる。
道路の拡幅は難しいため、学校での注意喚起をお願いします。（建設課）
カーブミラーの設置は難しいため、電柱に看板を設置しました。（防災室）

八頭町建設課
八頭町防災室

R7年度 R7-18 県道287号河原郡家線 福本（天王木） 県 積雪時に歩道がなく、車道を通学路として使用している。

池田側の箇所は、安全に通行出来る既存の通学路の選定をお願いします。その
上で、必要であれば対応策を検討します。郡家側の箇所は継続R4-9（郡家西
小）と同一箇所です。（県）
現地確認を行い、街灯は一定の距離間で設置してあり、夜間も点灯不良など無
かったため、追加の設置、修繕は必要ないと判断します。（防災室）

鳥取県
八頭町防災室

R7年度 R7-19 県道287号河原郡家線 福本 県 一部歩道が無く、とても危険。 用地交渉中。 鳥取県

国道482号
（R4-25）

見槻中地内 県 歩道未整備区間があり、通行時に危険なため。 用地交渉中。 鳥取県

国道29号
（R5-34）

下徳丸口バス停 国
交差点の横断歩道と停止線の位置が危険である。歩道が狭いので改良してほし
い。

当該箇所については、既設歩道の拡幅及び危険なバス停の解消を目的とした国
道２９号徳丸歩道整備事業が令和6年度に新規事業化されました。令和7年度は
調査設計を行います。（国）
現時点においては国道南側の横断者の保護の観点から現状の場所が最良の位
置と判断します。（公安）

国土交通省
公安委員会

国道29号
（R3-21、R6-31）

八頭町安井宿・桜ヶ丘 国
歩道に幅員狭小区間(八頭郵便局周辺)があり、通行時に危険である。また、安
部小学校前バス停はバスレーンがないため、バス停を利用する児童生徒の安全
確保のため整備してほしい。

八東保育所前（旧安部小学校前）バス停について、バスベイを整備し令和7年6月
10日より運用開始しました。八頭郵便局周辺の歩道整備を令和6年11月より工事
しており令和８年３月２４日に完成。

国土交通省

過年度から継続


